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集団感染の報告について



１ 集団感染の報告の基準

＜同一の感染症の場合＞ 

○1 週間に満たなくても感染者が１０名以上の事例 

日付 ○月 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 

発症者数 
入所者 1 入所者 1 職員 1 入所者４ 

職員 1 

入所者 5 
… … 

累計 1 2 3 6 11 … … 

                              

○1 週間以上続いている事例 

日付 ○月 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 

発症者数 
入所者 1   入所者 1 職員 1 入所者 2 

職員 1 

 入所者 2 入所者 1 

職員 2 

累計 1 1 1 2 3 6 6 8 11 

 
 
 
 

保健所に報告 

保健所に報告し今後の対応について相談する 



○感染者数が１０名に満たないがユニット等，入所者数の半数以上が発症した事例 

日付 ○月 1 日 2 日 3 日 4 日 

発症者 

人数 

入所者 1 入所者 1 入所者 2 入所者 1 

累計 1 2 4 5 

全入所者数 9 9 9 9 

 

○同一の感染症もしくは食中毒による，またはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が発生

した場合 
 

○上記に該当しない場合であっても，通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ，特に施設長

が報告を必要と認めた場合 
 
 

集団感染報告に該当するか迷った場合は市立函館保健所 

保健予防課（０１３８－３２－１５３９）に連絡し， 

ご相談ください。 

保健所に報告 



２ インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の療養期間のめやす

○療養期間の基準（学校保健安全法を参考にしています） 

季節性インフルエンザ：発症した後 5 日を経過し，かつ解熱した後 2 日経過するまで。 

新型コロナウイルス感染症：発症した後 5 日を経過し，かつ症状が軽快した後 1 日経過するまで。 
 

発症日 

からの日数 
０ １ 2 3 4 5 6 7 

症状 発症日 

   

 

 解熱または 

症状軽快後 

1 日目 

解熱または 

症状軽快後 

2 日目 

療
養
期
間 

インフル 

エンザ 

療養 

期間 
       

新型コロナ 

ウイルス 

感染症 

療養 

期間 
       

 

 



３ 集団感染の終息報告の基準

基準：新規発症者 0 名の日が 7 日間継続した後，8 日目を終息と捉える。 
 

日付 ○月 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 

新規

発症 

状況 

発症者 

３名 

発症者 

0 名 

発症者 

1 名 

発症者 

0 名 

1 日目 

 

2 日目 

 

3 日目 

 

4 日目 

日付 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 

新規

発症 

状況 

発症者 

0 名 

5 日目 

 

6 日目 

 

7 日目 

終息報告票 

提出 
   

 



施設内の感染対策



＜個人防護具＞
・ 一人目の有症者に対し防護具を付けずに対応した

⇒ 後で感染性があることが判明しても，すでにまん延している
・ ガウンや手袋を脱ぐ時に素手で表面に触れていた ⇒ 表面にはウイルスが付着している
・ 同じガウンや手袋を着用したまま居室を移動していた

⇒ ウイルスが付着した状態で別室へ持ち運んでいる

＜汚染物が入ったゴミ袋＞
・ ゴミ袋を空気を抜いて結んでいた ⇒ ウイルスを拡散させる
・ ゴミ袋が１枚（一重）だった

⇒ 穴が開いている可能性を考慮し二重にし，袋の外側を消毒薬で拭く
・ ゴミ袋を長時間施設内に置いていた ⇒ 乾燥したウイルスが空気中に浮遊する

＜消毒薬＞
・ 次亜塩素酸ナトリウムが適切な濃度ではなかった ⇒ ウイルスが生きたまま
・ 消毒液をスプレーで噴霧していた ⇒ ウイルスをまき散らす
・ 次亜塩素酸ナトリウムの希釈液を透明のペットボトルに入れて日の当たるところに置いていた

⇒ 消毒薬の分解が進んで効果が無くなる



＜その他＞
・ 「次亜塩素酸水」は，「次亜塩素酸ナトリウム」とは別物

⇒ 「ジア水」の成分が何であるか，次亜塩素酸ナトリウムかどうかの要確認

・ 誰かが嘔吐したら，すぐに必要物品を取り出せるか，手袋やガウンを正しく着脱できるか
⇒ 初動が大事。吐いたら感染性を疑って対応できるよう，日頃から練習を

・ 汚物を密封した袋を安全に外に運び出せるか
⇒ 他者と交わらないで最短で行けるルートを決めて，職員全員で共有する

・ 新しく入職した職員への感染対策教育がされているか
⇒ 職員全員が共通認識できているか。間違えて認識していないかの確認







結核について





まとめ
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